
就労コーナー内）▲

内容� 雇用・就業に関する情報（再就職関連情
報、短時間就業情報など）の提供、無料
での技能講習会の案内、仕事の探し方、
履歴書の書き方など

� （しごとづくり推進室　☎328-2377）
�

事業所の活性化に「ふれあう共済」

従業員の福利厚生は充実していますか。従業
員1人につき月額350円の会費で、結婚祝金な
どの各種の給付、人間ドック受診、旅館・コン
サート利用などの補助、旅行やスポーツ大会の
開催など各種の事業を提供し、会社の福利厚生
をサポートします。
※会費の全額事業主負担は損金扱い可能。
詳しくは、ふれあう共済（☎345-7311）へ。
� （しごとづくり推進室　☎328-2377）

各区で法律相談会を開催� 無料

▲

場所・期日
東区（東部公民館）・西区（西部公民館）
� 5月15日（水）、19日（日）
南区（富合公民館）・北区（植木文化センター）
� 5月12日（日）、23日（木）
※中央区は広聴課へ問い合わせください。
※住む区にかかわらず、どの区でも相談でき
ます。▲

時間� 午後1時半～4時半▲

対象� 市内に住民登録のある方▲

定員� 6人（先着順）
※同一内容の再相談は受付できません。▲

申込� 4月5日から電話で熊本県弁護士会相
談センター（予約専用　☎325-0020
平日午前9時～午後5時）へ

詳しくは、広聴課（☎328-2075）へ。
�

専門相談員の面接による特別相談� 無料

■弁護士による法律相談▲

期日� 毎週月・水・金曜日　※1人20分間。▲
内容� 個人の法的解釈が必要な相談▲
定員� 各日8人（先着順）

■税理士による税務相談▲

期日� 月曜日（毎月3回）　※1人30分間。▲

内容� 所得税、相続税、贈与税などの相談▲

定員� 各日6人（先着順）
■司法書士による相続・登記相談▲

期日� 木曜日（毎月3回）　※1人30分間。▲

内容� 相続、土地・建物の登記などの相談▲

定員� 各日12人（先着順）
【共通事項】▲

時間� 午後1時～4時▲

場所� 広聴課相談室（市庁舎3階）▲

対象� 市内に住民登録のある方▲

申込� 相談日の2週間前の週の月曜日（祝日
の場合は翌日）から電話で（☎234-
7499　平日午前8時半～午後5時）へ

■民事介入暴力相談
暴力団に関する相談を受け付けています。▲

日時� 毎週月曜日　午前中　※予約不要。
電話相談は、☎328-2933（月曜午前中のみ）へ。
詳しくは、広聴課（☎328-2075）へ。
�

不動産無料相談会

▲

期日・場所
4月12日（金）　中央区役所1階ロビー
4月16日（火）　東部公民館2階ホール

4月18日（木）　西区役所旧舘1階ロビー▲

時間� 午前10時～午後3時▲

内容� 地価公示の鑑定評価を担当した不動産
鑑定士による土地評価、そのほか不動
産に関する無料相談

※お住まいの区以外での相談も可。▲

申込� 当日直接会場へ（先着順）
� （用地調整課　☎328-2533）
�

情報会館セミナー受講生募集� 無料

▲

日時� 4月17日（水）　午後5時半～7時半▲

場所� 流通情報会館2階多目的ルーム▲

演題�「絶対知っておきたい！改正労働安全
衛生法のポイント」▲

講師� 土山 洋之さん（熊本産業保健総合支援
センター副所長）▲

定員� 50人（先着順）▲

申込� 4月5日からホームページまたは電話
で流通情報会館（☎377-2091）へ

�

マンション管理相談会� 無料

▲

日時� 4月10日（水）　午後1時半～4時半
� ※相談は1人50分以内。▲

場所� 市教育センター1階第5研修室▲

相談員� 一般社団法人熊本県マンション管理
士会▲

申込� 電話で（一社）熊本県マンション管理士
会事務局（☎343-0095　平日午前9
時～午後5時）へ

� （建築政策課　☎328-2438）
�

女性建築士による住まいづくりの無料相談会

▲

日時� 4月27日（土）　午後1時～4時▲

場所� 鶴屋本館5階インテリアカウンター▲

相談員� 熊本県建築士会女性部会
詳しくは、熊本県建築士会事務局（☎383-
3200）へ。
� （建築政策課　☎328-2438）

犬と猫の休日譲渡会のお知らせ

▲

日時� 4月13日（土）
◎犬の譲渡前講習会：午前10時～
　※受講済の方は不要
　犬の譲渡受付：午前11時～11時半
◎猫の譲渡受付：午前10時～11時半▲

場所� 市動物愛護センター（東区小山2丁目11-1）▲

費用� 犬の譲渡には、登録手数料と狂犬病予
防注射料金（各3,000円）が必要

※市動物愛護センターが保護している犬猫の譲渡会。
※やむを得ず自分で飼えなくなったときに次に
飼うことができる方の同意が必要など、譲渡
には条件があります。
詳しくは、市動物愛護センター（☎380-2153）へ。
�

ワンニャン相談コーナー（犬のしつけ）� 無料

▲

日時� 4月26日（金）　午後2時～4時▲

場所� 市動物愛護センター▲

内容� 犬のしつけの悩みに対する個別相談▲

対象� 犬の飼い主▲

定員� 6組（選考）※1組約30分程度。
� ※犬の同伴可。▲

申込� 4月17日まで（必着）にはがきに住所、
氏名、年齢、電話番号、相談内容を書い
て〒861-8045東区小山2丁目11-1
市動物愛護センター（☎380-2153）へ

児童扶養手当の支給額が改定に

児童扶養手当の支給額が前年度の手当額より
1.0％引き上げとなります。▲

改定日� 4月1日～▲

平成31年度支給額（月額）
区　分 全部支給 一部支給

本体額 42,910円 42,900～10,120円

2人目加算 10,140円 10,130～5,070円

3人目以降1人につき 6,080円 6,070～3,040円

詳しくは、区役所保健子ども課へ。
�

4月から産前産後期間の
国民年金保険料が免除に

▲

対象�「国民年金第1号被保険者」で出産日が
平成31年2月1日以降の方▲

免除期間
出産予定日または出産日が属する月の前月
～4か月間の国民年金保険料が免除されます。
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または

出産日が属する月の3か月前～6か月間の国
民年金保険料が免除されます。
※出産とは、妊娠85日（4か月）以上の出産を
いいます。（死産、流産、早産した方を含む）▲

届出期間� 出産予定日の6か月前～
※届出ができるのは4月からです。▲

申込� 年金手帳と添付書類（代理人が申請す
る場合は、免除を受ける方の印鑑と、代
理人の本人確認ができるものが必要）
を持って、区役所区民課、総合出張所へ
※添付書類
出産前：母子手帳など。
出産後：原則不要。ただし、被保険者と
子が別世帯の場合は出生証明書な
ど出生日および親子関係を明らか
にできる書類。

詳しくは、区役所区民課へ。
�

特別児童扶養手当を支給します

20歳未満の障がい児（法令により定められた程
度の障がいの状態）を監護・養育する父母などに特
別児童扶養手当を支給します。（所得制限あり）
詳しくは、区役所福祉課へ。
�

奨学生募集

▲

対象� 扶養者が市内に住み、高校・高専・大学・
短大・専修学校（高等課程または専門課
程）に在学し、経済的理由で修学が困難
であり、ほかの奨学金（給付型を除く）
などを受けていない方

区　分 月　額

高校
など

高等学校
高等専門学校
専修学校（高等課程）

国・公立
①18,000円
②9,000円

私立
①30,000円
②15,000円

大学
など

大　　学
短期大学
専修学校（専門課程）

国・公立
①42,000円
②21,000円

私立
①51,000円
②25,500円

※1年生と自宅外通学生（大学などのみ）への加
算もあります。
※貸付けのため、学校卒業後に返還する必要が
あります。▲

募集案内� 総合案内（市庁舎1階）、区役所、ま
ちづくりセンター、学務課、市内の
対象学校の窓口で配布▲

申込� 4月1日～5月7日までに学務課（☎
328-2716）へ↗
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